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都市計画馬場野地区計画を次のように決定する 

名       称 馬場野地区地区計画 

位       置 
相馬市馬場野字雨田、字樋ノ口・字山越、中野字寺前及び大曲字大

毛内の各字の一部 

面       積 約 28.4ha 
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地区計画の目標 

当地区は相馬駅より南へ約 1 ㎞の位置であり、国道 6号の沿道沿

いで、かつ、国道 115 号バイパスが都市計画道路（大曲・山上線）

で都市計画決定されており、交通に利便な地区である。 

現在国道 6号沿いには商業施設の立地が目立ち、得に南方には大

型店の立地が見られ、本市の商業の一つの拠点となっている。そこ

で、国道 6号沿い及び本地区の南部の商業業務地区においては地区

計画の策定により、商業業務機能の集積を図り、郊外型商業地とし

て快適な市街地形成を目指す。また、国道 115 号相馬バイパス沿道

地区においては、良好な居住環境の形成を図る。 

土地利用の方針 

快適な都市空間を創出するため、道路の整備や建築物等の規制・

誘導により、住民生活の利便向上・環境悪化の防止を図り、適切か

つ合理的に土地利用を進める。 

 商業業務地区においては魅力ある郊外型商業地を形成するため、

商業業務地にふさわしい土地利用を図るとともに土地の有効利用

及び高度利用を推進する。国道 115 号相馬バイパス沿道地区におい

ては、住宅の環境を保護しつつ、商業業務の利便の増進を図り幹線

道路にふさわしい土地利用を図っていくことにより住環境の向上

を目指す。 

地区施設の整備方針 

 当地区の快適な都市空間を創出するため、地区施設として既存の

道路等を有効に生かしながら、健全かつ良好な住環境を形成するた

め、区画道路等の改善を推進する。 

建築物等の整備の方針 

商業業務地区においては、郊外型商業地にふさわしいにぎわいの

ある環境を形成するため、建築物の用途規制を行う。国道 115 号相

馬バイパス沿道地区においては、幹線道路の沿道にふさわしい街並

みを形成するため、建築物の用途規制を行う。 

 住宅地区においては、良好な住宅地としての環境が保全されるよ

う誘導する。 
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地区施設の配置及び規模 道  路 

区画道路 1 号 幅員 11.0ｍ 延長 約 290ｍ 

区画道路 2 号 幅員 11.0ｍ 延長 約 180ｍ 

区画道路 3 号 幅員 6.0ｍ 延長 約 360ｍ 

区画道路 4 号 幅員 6.0ｍ 延長 約 320ｍ 
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地区の区分

区分の名称
商業業務地区 1(C1) 国道 115 号相馬バイ

パス沿道地区（C2） 
住宅地区（C3） 

区分の面積 約 17.0ha 約  5.3ha 約  6.1ha

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物
は建築してはならな
い。 
1）専用住宅（建築基
準法別表第2(い)項
第 1号に定める「住
宅」をいう。） 

2）共同住宅・寄宿舎
又は下宿 

3）原動機を使用する
工場での作業場の
床面積の合計が五
十平方メートルを
超えるもの（ただ
し、作業場の床面積
の合計が三百平方
メートルを超えな
い自動車修理工場
を除く） 

4）倉庫業を営む倉庫
5）学校（建築基準法
別表第 2(い)項第 1
号に定めるものを
いう）、大学、高等
専門学校、専修学校
その他これに類す
るもの。 

 ただし、この地区計
画の決定時に、既に
上記の建築物が建
っている敷地につ
いてはこの限りで
はない。 

次に掲げる建築物
は建築してはならな
い。 
1）畜舎 
 ただし、この地区
計画の決定時に、既
に上記の建築物が建
っている敷地につい
てはこの限りではな
い。 

 

備     考 ― 

※参考 建築基準法別表第二(い)項第 1号 

(い) 第一種低層住居専

用地域内に建築す

ることができる建

築物 

一 住宅 
二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち 

政令で定めるもの 
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿四 学校（大学、高等専門学校、専修学校及

び各種学校を除く。）、図書館その他これらに類するもの 
五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 
六 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
七 公衆浴場（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二

十三年法律第百二十二号）第二条第六項第一号に該当する営業（以下こ
の表において「個室付浴場業」という。）に係るものを除く。） 

八 診療所 
九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要

な建築物 
十 前各号の建築物に附属するもの（政令で定めるものを除く。） 

 


